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○ 軽油引取税免税証の無効告示（税務課） 
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○ 令和４年１月 30日執行の埼玉県議会議員補欠選挙（西第 10区 坂戸市）における選挙

運動に関する収支報告書要旨の公表（選挙管理委員会） 
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規

則 

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 
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裕 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
七
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医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

医
療
法
施
行
細
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
一
条
第
一
項
第
八
号
中
「
失
そ
う
」
を
「
失
踪
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。 

三
十 

規
則
第
三
十
九
条
の
二
十
三
の
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
解
散
認
可
申
請
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様
式

第
四
十
八
号 

三
十
一 

規
則
第
三
十
九
条
の
二
十
四
の
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
定
款
変
更
認
可
申
請
書 

様
式
第
四
十
九
号 

様
式
第
一
号
中
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
中
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
六
号
及
び
様
式
第
七
号
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「 

 
 

」
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「 

 

」
に
改
め
、
「 
」
を
削
る
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様
式
第
八
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
、
「 

」 

を
削
り
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
の
規
定
中
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」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 
」

を
削
る
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様
式
第
十
三
号
中
「 

」
を
削
る
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様
式
第
十
四
号
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」
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「 

 

」
に
改
め
、
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」
を
削
る
。 

様
式
第
十
五
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中
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」
を
削
る
。 

様
式
第
十
六
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」
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「 

 

」
に
改
め
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「 

」
を
削
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様
式
第
十
七
号
か
ら
様
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第
二
十
号
ま
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の
規
定
中
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
二
十
一
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及
び
様
式
第
二
十
二
号
中
「 

 
 

」
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「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削

る
。 様

式
第
二
十
三
号
中
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」
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様
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十
五
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に
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め
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」
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第
二
十
六
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中
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」
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様
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踪
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射
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の
し
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に
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」
に
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」
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」
に
改
め
る
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様
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第
二
十
八
号
中
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」
を
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」
に
改
め
、
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」
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削
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、
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を
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」
に
改
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同
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の
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を
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に

改
め
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十
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同
様
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」
に
改
め
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第
三
十
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改
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式
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十
一
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を
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」
に
改
め
、
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削
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式
第
三
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二
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中
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を
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」
に
改
め
、
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」
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削
り
、
「 
 

 
 

 

」 

を
「 

 
 

」
に
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」
を
「 

」
に
改
め
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、
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工
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突
起
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ぼ

み
 

 

る場所の構造措置 

汚染のおそれのあ 

 

耐
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食
性
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浸
透
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平
滑
施
工
を
し
た
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上

 

目
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突
起
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め
る
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様
式
第
三
十
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号
か
ら
様
式
第
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                          年  月  日  

 

  （宛先） 

       埼玉県知事 

                   

                   

                  所 在 地 

                  名  称 

                  代表理事 

 

 

地域医療連携推進法人解散認可申請書 

 

  次のとおり、医療法第７０条の１５において準用する同法第５５条第６ 

項の規定により、解散の認可を申請します。 

解散の事由 １ 目的たる業務の成功の不能  ２ 社員総会の決議 

添付書類 

１ 解散の理由書 

２ 医療法又は定款に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類 

３ 財産目録及び貸借対照表 

４ 残余財産の処分に関する事項を記載した書類 

 

 



様式第４９号（第１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          年  月  日  

 

  （宛先） 

       埼玉県知事 

                   

                   

                  所 在 地 

                  名  称 

                  代表理事 

 

 

地域医療連携推進法人定款変更認可申請書 

 

  次のとおり、医療法第７０条の１８第１項において準用する同法第５４ 

条の９第３項の規定により、定款の変更の認可を申請します。 

変更しようとす

る定款の条項 
 

変 更 事 由  

  添付書類 

１ 定款の新旧対照表 

２ 定款に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類 

３ 変更前の定款 

４ その他知事が必要と認めた書類 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
七
号 

 
次
の
軽
油
引
取
税
免
税
証
は
、
亡
失
し
た
の
で
、
亡
失
の
日
か
ら
無
効
と
す
る
。 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  

埼
玉
県
春
日
部
県
税
事
務
所 

免
税
証
を
交
付
し
た
事
務
所 

埼
玉
県
行
田
市
富
士
見
町
一
丁
目
八
番
一
号 

ほ
く
さ
い
農
業
協
同
組
合 

行
田
燃
料
配
送
セ
ン
タ
ー 

 

免
税
証
に
記
載
さ
れ
た
販
売
業
者
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称 

 

一
○
○
㍑ 

 

免
税
証 

の
種
類 

１
１
Ｇ
１
０
８
５
３
０ 

 

令
和
四
年
十
一
月
七
日 

亡
失
年
月
日 

 

一 
 

 

 

 

農
業 

 

令
和
四
年
四
月
十
一
日 

 
 

 
 

～ 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
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免
税
証
の
記
号
及
び
番
号 

 

枚
数 

用
途 

有 

効 

期 

間 



告
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埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
八
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
羽
生
市
大
字
上
岩
瀬
字
下
悪
土
三
百
八
十
七
番
一
の
一
部
、
三
百

九
十
七
番
の
一
部
、
三
百
九
十
九
番
の
一
部
、
四
百
番
の
一
部
、
四
百
七
十
九
番
の
一
部
、
四

百
八
十
一
番
の
一
部
、
四
百
八
十
二
番
一
の
一
部
、
四
百
八
十
三
番
の
一
部
、
四
百
八
十
四
番

の
一
部
、
四
百
八
十
六
番
の
一
部
、
四
百
八
十
七
番
の
一
部
、
四
百
八
十
八
番
の
一
部
、
四
百

九
十
一
番
一
の
一
部
、
四
百
九
十
一
番
二
の
一
部
、
四
百
九
十
一
番
三
の
一
部
、
四
百
九
十
二

番
一
の
一
部
、
四
百
九
十
三
番
一
の
一
部
、
四
百
九
十
五
番
一
の
一
部
、
四
百
九
十
六
番
の
一

部
、
四
百
九
十
七
番
一
の
一
部
、
四
百
九
十
七
番
二
の
一
部
、
五
百
番
の
一
部
、
五
百
二
番
二

の
一
部
、
五
百
三
番
二
の
一
部
、
五
百
六
番
の
一
部
、
五
百
七
番
の
一
部
、
五
百
十
二
番
の
一

部
、
五
百
二
十
六
番
の
一
部
、
五
百
二
十
七
番
一
の
一
部
、
五
百
二
十
七
番
二
の
一
部
、
五
百

二
十
八
番
一
の
一
部
、
五
百
二
十
八
番
二
の
一
部
、
五
百
二
十
九
番
一
の
一
部
、
五
百
二
十
九

番
二
の
一
部
、
五
百
三
十
番
の
一
部
、
五
百
三
十
一
番
の
一
部
、
五
百
三
十
二
番
の
一
部
、
五

百
三
十
三
番
の
一
部
、
五
百
三
十
五
番
の
一
部
、
五
百
三
十
六
番
の
一
部
、
五
百
三
十
七
番
の

一
部
、
五
百
三
十
八
番
の
一
部
、
五
百
三
十
九
番
の
一
部
、
五
百
四
十
番
の
一
部
、
五
百
四
十

一
番
の
一
部
、
五
百
四
十
二
番
の
一
部
、
五
百
四
十
三
番
の
一
部
、
五
百
四
十
四
番
の
一
部
、

五
百
六
十
一
番
二
の
一
部
、
五
百
六
十
三
番
一
の
一
部
、
五
百
六
十
四
番
、
五
百
七
十
番
二
の

一
部
、
五
百
七
十
一
番
の
一
部
、
五
百
七
十
二
番
、
五
百
七
十
三
番
の
一
部
、
五
百
七
十
九
番

の
一
部
、
五
百
八
十
番
の
一
部
、
五
百
八
十
一
番
の
一
部
、
五
百
八
十
二
番
の
一
部
、
五
百
八

十
三
番
の
一
部
、
五
百
八
十
四
番
の
一
部
、
五
百
八
十
五
番
の
一
部
、
五
百
八
十
六
番
一
の
一

部
、
五
百
八
十
六
番
二
の
一
部
、
五
百
八
十
六
番
三
の
一
部
、
五
百
八
十
七
番
の
一
部
、
五
百

八
十
八
番
の
一
部
、
五
百
八
十
九
番
の
一
部
、
五
百
九
十
番
の
一
部
、
六
百
一
番
の
一
部
、
六

百
二
番
一
の
一
部
及
び
羽
生
市
認
定
道
路
千
二
百
四
十
七
号
線
上
上
岩
瀬
五
百
七
十
三
先
か
ら

上
岩
瀬
三
百
九
十
三
先
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 



三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物 

 

質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

 
 



       

別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
九
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
八
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
一
部
解

除
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
羽
生
市
大
字
上
岩
瀬
字
下
悪
土
三
百
八
十
七
番
一
の
一
部
、
三
百

九
十
七
番
の
一
部
、
五
百
番
の
一
部
、
五
百
三
番
二
の
一
部
、
五
百
六
番
の
一
部
、
五
百
七
番

の
一
部
、
五
百
十
二
番
の
一
部
、
五
百
二
十
六
番
の
一
部
、
五
百
二
十
七
番
一
の
一
部
、
五
百

二
十
八
番
一
の
一
部
、
五
百
二
十
九
番
一
の
一
部
、
五
百
三
十
番
の
一
部
、
五
百
三
十
五
番
の

一
部
、
五
百
三
十
六
番
の
一
部
、
五
百
三
十
七
番
の
一
部
、
五
百
三
十
八
番
の
一
部
、
五
百
三

十
九
番
の
一
部
、
五
百
四
十
番
の
一
部
、
五
百
四
十
一
番
の
一
部
及
び
羽
生
市
認
定
道
路
千
二

百
四
十
七
号
線
上
上
岩
瀬
五
百
七
十
三
先
か
ら
上
岩
瀬
三
百
九
十
三
先
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有 

 

害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

四 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

 



   

 

別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
大
利
根
店 

 
 

 

埼
玉
県
加
須
都
市
計
画
野
中
土
地
区
画
整
理
事
業
八
十
街
区
四
画
地
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

代
表
取
締
役 

横
山
英
昭 

 
 

 
 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

代
表
取
締
役 

横
山
英
昭 

 
 

 
 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
五
年
七
月
二
十
九
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
二
百
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
〇
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

三
五
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

一
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
五
十
分
ま
で 

 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
十
一
月
二
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
令
和
五
年
四
月
十
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
令
和
五
年
四
月
十
三
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
イ
オ
ン
ス
タ
イ
ル
武
蔵
狭
山 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
入
間
川
三
丁
目
三
千
六
百
二
十
四
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

井
出
武
美 

 
 

 
 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

井
出
武
美 

 
 

 
 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

外
未
定 

 
 

 
 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
五
年
九
月
一
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

五
千
八
百
六
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
九
一
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
六
七
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

九
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で 

 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 
 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
十
二
月
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
令
和
五
年
四
月
十
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
令
和
五
年
四
月
十
三
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

上
野
台
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

埼
玉
県
深
谷
市
大
字
上
野
台
三
千
二
十
八
番
地
一
外 

二 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者 

 

の
氏
名 

有
限
会
社
神
藤
商
事 

代
表
取
締
役 

神
藤
瑛 

 
 

埼
玉
県
深
谷
市
大
字
上
野
台
三
千
百
六
十
三
番
地 

三 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
三
条
第
一
項
に
定

め
る
基
準
面
積
以
下
と
な
る
日 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知

を
受
け
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

秩
父
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
秩
父
郡
小
鹿
野
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
） 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

 

イ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴ 

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

ロ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
埼
玉
県
庁

並
び
に
秩
父
市
役
所
及
び
小
鹿
野
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
九
―
三
四
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
桜
沢
千
九
百
三
十
八
番 

外
二
百
十
四
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

一
万
二
百
七
十
一
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
一
―
七
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
二
丁
目
千
二
百
九
十
二
番
一
、
千
二
百
九
十
九
番
一 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

七
百
十
四
・
四
三
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
号 

 
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第 

一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

川
口
栄
町
３
丁
目
銀
座
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
川
口
市
栄
町
三
丁
目
の
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
川
口
市
栄
町
三
丁
目
十
番
三
号 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日 

六 

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地

区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

令
和
元
年
六
月
七
日
か
ら
令
和
五
年
六
月
三
十
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
和
戸
字
横
町
、
字
沖
野
山
、
字
沖
後
及
び
字
備
中
岐
の
各
一 

 

部
、
大
字
国
納
字
横
町
及
び
字
八
河
内
の
各
一
部 

四 

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称 

 
 

幸
手
都
市
計
画
事
業
宮
代
和
戸
横
町
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業 

五 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
十
三
番
地
一
号 

六 

施
行
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
元
年
六
月
七
日 

七 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
号 

 
杉
戸
町
か
ら
幸
手
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
公
園
ス
タ
ジ
ア
ム
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 



  

  

川
越
所
沢
線 

  

路 
 

線 
 

名 

川
越
市
新
宿
町
三
丁
目
二
番
三
二
地
先
か

ら
同
市
新
宿
町
三
丁
目
二
番
一
〇
地
先
ま

で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

平
成
二
十
五
年
八
月
二
日
付
け
埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
二
十
二
号
で
告
示
し
た
道
路

予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。

延
長
二
三
・
三
三
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

井 

敦 

司 
 

 
 



 

加
須
鴻
巣
線 

路
線
名 

加
須
市
下
崎
字
西
ノ
谷
裏
三
四
七
番
七
地

先
か
ら 

同
市
下
崎
字
西
ノ
谷
裏
五
五
番
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日
付
け
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
十
四
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ

る
。
延
長
二
一
一
・
四
二
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
十
四
号 

令
和
四
年
一
月
三
十
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
西
第
十
区 

坂
戸
市
）
に
つ
き
、

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

た
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
、
同
法
第
百
九
十
二
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 

令
和
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 



公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 
 
１ 選挙の種類  令和４年１月３０日執行 埼玉県議会議員補欠選挙（西第１０区 坂戸市） 
 
２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額） 
 

                                              １０，８３６，９００ 円 
 
３ 報告書の要旨 
 



候補者氏名 安沢　美佳 所属党派 1月21日から

出納責任者氏名 1月30日まで

収入 支出

主たる寄附

瀧澤　時夫 会社役員 30,000 円 人件費 円

家屋費 円

選挙事務所費 円

集合会場費 円

通信費 円

交通費 円

印刷費 13,200 円

広告費 円

文具費 2,226 円

食糧費 円

休泊費 円

雑費 円

その他の収入 20,000 円

今回計 50,000 円 今回計 15,426 円

総計 50,000 円 総計 15,426 円

0 円

0 円

0 円

 ポスターの作成
支出のうち公費負担相当額

期間

ビラの作成

報告書受理年月日

計

第１回報告分令和4年2月14日

項　　目 金　　額

無所属

(職業) (寄附額)（氏名・団体名）

安沢　美佳
第１回分



候補者氏名 小川　達夫 所属党派 1月18日から

出納責任者氏名 2月8日まで

収入 支出

主たる寄附

荻野　祐太郎 代表取締役 30,000 円 人件費 127,100 円

家屋費 40,000 円

選挙事務所費 40,000 円

集合会場費 円

通信費 6,660 円

交通費 642,802 円

印刷費 円

広告費 79,668 円

文具費 2,474 円

食糧費 37,590 円

休泊費 円

雑費 13,016 円

その他の寄附 12件 115,000 円

その他の収入 184,310 円

今回計 329,310 円 今回計 949,310 円

総計 329,310 円 総計 949,310 円

120,000 円

500,000 円

620,000 円

 ポスターの作成
支出のうち公費負担相当額

期間

ビラの作成

報告書受理年月日

計

第１回報告分令和4年2月9日

項　　目 金　　額

無所属

(職業) (寄附額)（氏名・団体名）

高橋　浩
第１回分



候補者氏名 小川　直志 所属党派 1月5日から

出納責任者氏名 2月7日まで

収入 支出

主たる寄附

増田　芳隆 会社役員 50,000 円 人件費 270,000 円

関口　智史 会社役員 30,000 円 家屋費 50,000 円

成川　悦敏 無職 30,000 円 選挙事務所費 50,000 円

栗原　雄一 会社役員 30,000 円 集合会場費 0 円

栗原　辰雄 会社役員 30,000 円 通信費 104,840 円

小川　翔平 会社役員 30,000 円 交通費 35,400 円

斎藤　博則 会社役員 30,000 円 印刷費 900,680 円

井上　勝司 会社役員 50,000 円 広告費 534,402 円

浜田　繁 電気業 30,000 円 文具費 14,439 円

荻野　祐太郎 会社役員 30,000 円 食糧費 334,554 円

坂田　勉 会社役員 30,000 円 休泊費 0 円

雑費 631,771 円

その他の寄附 68件 675,000 円

その他の収入 1,757,716 円

今回計 2,802,716 円 今回計 2,876,086 円

総計 2,802,716 円 総計 2,876,086 円

120,160 円

484,000 円

604,160 円

 ポスターの作成
支出のうち公費負担相当額

期間

ビラの作成

報告書受理年月日

計

第１回報告分令和4年2月14日

項　　目 金　　額

自由民主党

(職業) (寄附額)（氏名・団体名）

渋谷　博
第１回分
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 
 
１ 選挙の種類  令和４年５月１５日執行 埼玉県議会議員補欠選挙（東第５区 蓮田市） 
 
２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額） 
 

                                              ８，２９１，０００ 円 
 
３ 報告書の要旨 
 



候補者氏名 湯谷　百合子 所属党派 4月20日から

出納責任者氏名 5月17日まで

収入 支出

主たる寄附

佐々木　幸子 自営業 20,000 円 人件費 258,200 円

家屋費 22,000 円

選挙事務所費 22,000 円

集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 0 円

印刷費 396,726 円

広告費 31,726 円

文具費 0 円

食糧費 72,267 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

その他の寄附 19件 135,000 円

その他の収入 625,919 円

今回計 780,919 円 今回計 780,919 円

総計 780,919 円 総計 780,919 円

109,120 円

125,400 円

234,520 円

無所属

(職業) (寄附額)（氏名・団体名）

湯谷　周子

 ポスターの作成
支出のうち公費負担相当額

期間

ビラの作成

報告書受理年月日

計

第１回報告分令和4年5月30日

項　　目 金　　額

第１回分



候補者氏名 石川　誠司 所属党派 4月19日から

出納責任者氏名 5月25日まで

収入 支出

主たる寄附

関根　貴美江 自営業 30,000 円 人件費 816,000 円

鈴木　隆弘 自営業 20,000 円 家屋費 79,519 円

有路　正章 自営業 50,000 円 選挙事務所費 79,519 円

大島　勲 自営業 50,000 円 集合会場費 0 円

安西　けい子 無職 30,000 円 通信費 0 円

門井　賢一 自営業 30,000 円 交通費 0 円

杉﨑　國昭 自営業 40,000 円 印刷費 916,972 円

加藤　昭司 自営業 20,000 円 広告費 542,000 円

石井　正孝 自営業 20,000 円 文具費 0 円

東　守 自営業 30,000 円 食糧費 59,879 円

鯨岡　秀樹 自営業 20,000 円 休泊費 0 円

長谷部　芳明 自営業 40,000 円 雑費 283,877 円

西野　日出夫 自営業 20,000 円

皆川　和四男 無職 20,000 円

皆川　晴雄 無職 20,000 円

池田　太司 自営業 40,000 円

髙木　学 自営業 100,000 円

高橋　一男 自営業 30,000 円

野村　寿一 自営業 100,000 円

佐藤　猛 自営業 80,000 円

山﨑　俊雄 自営業 30,000 円

石川　嘉一 自営業 30,000 円

本沢　孝夫 自営業 60,000 円

埼玉県商工政治連盟蓮田支部 20,000 円

稲橋　栄 自営業 20,000 円

田口　克也 自営業 30,000 円

石川　秀男 自営業 20,000 円

大塚　誠 自営業 30,000 円

石井　英二 自営業 50,000 円

その他の寄附 22件 203,000 円

その他の収入 600,000 円

今回計 1,883,000 円 今回計 2,698,247 円

総計 1,883,000 円 総計 2,698,247 円

120,000 円

748,792 円

868,792 円

自由民主党

(職業) (寄附額)（氏名・団体名）

野村　裕子

 ポスターの作成
支出のうち公費負担相当額

期間

ビラの作成

報告書受理年月日

計

第１回報告分令和4年5月30日

項　　目 金　　額

第１回分



候補者氏名 森　伊久磨 所属党派 5月10日から

出納責任者氏名 5月30日まで

収入 支出

主たる寄附

杉崎　則之 会社員 50,000 円 人件費 326,250 円

内ケ島　長悟 会社員 50,000 円 家屋費 0 円

選挙事務所費 0 円

集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 0 円

印刷費 874,540 円

広告費 0 円

文具費 0 円

食糧費 0 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

その他の寄附 5件 50,000 円

その他の収入 176,250 円

今回計 326,250 円 今回計 1,200,790 円

総計 326,250 円 総計 1,200,790 円

120,160 円

754,380 円

874,540 円

無所属

(職業) (寄附額)（氏名・団体名）

小林　謙二

 ポスターの作成
支出のうち公費負担相当額

期間

ビラの作成

報告書受理年月日

計

第１回報告分令和4年5月30日

項　　目 金　　額

第１回分
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